事　務　連　絡
平成２１年３月２６日

指定移動支援事業者　　　　各位　

指定生活サポート事業者　　各位
　日ごろから、移動支援事業・生活サポート事業の実施にあたりましては格別のご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

　

1 移動支援事業のサービス提供に係る挙証資料の確保の簡素化について

平成２１年４月で障害者自立支援法が施行されてから３年が経過することとなりますが、本市におきましては、移動支援事業の実施状況や今後の国の関係制度への対応状況等を踏まえまして、施工後３年目の見直しとして、平成２１年度から挙証資料の確保の簡素化を図ってまいりたいと存じます。
　　具体的には、事業者の皆様方の事務負担の軽減を図るため、移動支援については、通院等介助（個別給付）の取扱いに準ずるものとし、サービス提供記録への交通経路の記載のみに簡素化することといたしますので、関係事務の実施にあたりましては、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

2 あんしんサポートの突発的な利用について
　保護者の急な疾病や冠婚葬祭等により、当該障害児者への自宅での見守り支援が必要となるケースがございますが、現在の制度では、あらかじめサービス利用計画に位置づけられた継続的な利用により、支給量が確保されている場合にしか利用いただくことができません。

　突発的ニーズへの本サービスの適用について要望も強くございますので、今般、通常の継続的な利用とは区別して、突発的な利用について、次により認めることとしましたので、お知らせいたします。
○利用要件及び支給量について

　・保護者の急な疾病や冠婚葬祭等による突発的な見守り支援のニーズに対して当該障害児者の家族による対応ができないと想定される場合に、１ヶ月あたり５時間を突発的ニーズに対応した予備的な支給量とすることができるものとします。

　

　・支給量については、サービス利用計画の不定期利用分に計上をします。

○留意事項

　・突発的な利用となりますので、疾病状況を証明する診断書等の提出は必要ありません。

　この場合、提供報告書の計画変更理由欄へのご記載をお願いいたします。

（※○○○による突発的な利用である旨、ご記載ください。）

　・あんしんサポートの継続的な利用を行っていない者であっても、対象とします。

③　移動支援事業・生活サポート事業の状況アンケートのお願い

　　
　移動支援・生活サポート事業につきまして、市民の方向けに事業者一覧がない状態で経過してきました。
　このたび、市民の方むけにも台帳を作成することを考えておりますので、簡単なアンケートに答えていただきたいと思います。別紙としてエクセルシートを掲示板に掲載いたしますので、そちらからお願いいたします。

　
　
（川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課　担当　戸兵）

電話　　044-200-2654
